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行

平成19年 2月23日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1855号

１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
一
〇
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
（
一
〇
四
・
福
祉
政
策

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
公
共
測
量
実
施
の
通
知
（
一
〇
五
・
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
２

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

◯
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
二
一
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
二
二
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

秋
田
県
告
示
第
百
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

通
所
介
護
ひ
ま
わ
り

短
期
入
所
生
活
介
護
ひ
ま
わ
り

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
て
ま
り
指

定
通
所
介
護
事
業
所

上
小
阿
仁
村
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ーグ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
に
の
里

樹
の
里
お
お
も
り

成
章
園
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
指

定
訪
問
介
護
事
業
所

成
章
園
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
指

定
訪
問
介
護
事
業
所

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ま
わ
り

悠
々
庵
花
ご
よ
み

介
護
プ
ラ
ザ
す
ず
ら
ん
居
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
太
陽

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
太
陽

ほ
の
か
訪
問
介
護
事
業
所

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
　
し
ら
さ
ぎ
苑

大
仙
市
花
館
字
中
大
戸
三
十
三
番
地
一

大
仙
市
花
館
字
中
大
戸
三
十
三
番
地
一

由
利
本
荘
市
出
戸
町
字
水
林
四
百
二
十
一
番
地

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田
字
向
川
原
八
十
番
地

北
秋
田
市
阿
仁
銀
山
字
上
新
町
八
十
番
七
号

横
手
市
大
森
町
字
町
田
三
十
九
番
地
一

大
館
市
軽
井
沢
字
下
岱
二
十
番
地
二
十

大
館
市
軽
井
沢
字
下
岱
二
十
番
地
二
十

大
館
市
御
成
町
二
丁
目
四
番
二
十
八
号

横
手
市
大
雄
字
西
館
合
七
十
五

湯
沢
市
柳
町
二
丁
目
一
番
四
十
三
号

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
六
本
杉
六
十
六
番
地
十
五

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
塞
ノ
神
百
四
十
三
番
地
三

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

護介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
支
援
事
業

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護居
宅
介
護
支
援
事
業

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護

平
成
十
九
年
一
月
二
十
六
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
六
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
八
年
十
二
月
一
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

東
日
本
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

東
日
本
産
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

社
会
福
祉
法
人
中
央
会
　
理
事
長

上
小
阿
仁
村
長

有
限
会
社
バ
ス
ケ
の
街
能
代
企
画
　
代
表

取
締
役

合
資
会
社
　
大
森
衛
生
社
　
代
表
社
員

社
会
福
祉
法
人
大
館
市
社
会
福
祉
事
業
団

理
事
長

社
会
福
祉
法
人
大
館
市
社
会
福
祉
事
業
団

理
事
長

株
式
会
社
フ
ィ
ー
ル
・
ラ
イ
フ
　
代
表
取

締
役

有
限
会
社
Ｓ
ｌ
ｏ
ｗ

ａ
ｎ
ｄ

Ｓ
ｌ
ｏ
ｗ

取
締
役

株
式
会
社
エ
ヌ
テ
ィ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

株
式
会
社
大
協
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
大
協
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
ほ
の
か
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
　
日
本
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
　
代
表

取
締
役

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称
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２

秋
田
県
告
示
第
百
五
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
館
市
長

か
ら
公
共
測
量
実
施
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
作
業
の
種
類

公
共
測
量

二
　
作
業
を
行
う
地
域

大
館
市
御
成
町
三
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
中
道
二
丁
目
地
域

三
　
作
業
を
行
う
期
間

平
成
十
九
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
男
鹿
市
五
里
合
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の

退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

秋
田
県
告
示
第
百
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

男
鹿
市
五
里
合
中
石
字
瓜
沢
二
十
五
番
地
一
　
　
　
　
　
渡

部
　
孝
　
好

秋
選
管
告
示
第
二
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育

行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の

数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

五
十
分
の
一
の
数
　
　
　
一
九
、
〇
九
二

三
分
の
一
の
数
（
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
二
五
、
七
六
〇

お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
事
業
の
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

秋
選
管
告
示
第
二
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
の
規
定
に

よ
る
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
三
日

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
田
　
中
　
伸
　
一
　

選
挙
区
別

秋
田
市
　
　
　
　
八
五
、
〇
四
四

能
代
市
　
　
　
　
一
四
、
五
五
六

横
手
市
　
　
　
　
一
〇
、
八
二
六

大
館
市
　
　
　
　
一
七
、
八
八
五

本
荘
市
　
　
　
　
一
二
、
一
五
八

男
鹿
市
　
　
　
　
　
八
、
一
七
二

湯
沢
市
　
　
　
　
　
九
、
二
一
四

大
曲
市
　
　
　
　
一
〇
、
五
五
三

鹿
角
市
鹿
角
郡
　
一
二
、
二
七
七

北
秋
田
郡
　
　
　
一
七
、
五
八
五

山
本
郡
　
　
　
　
一
三
、
〇
一
八

南
秋
田
郡
　
　
　
一
九
、
六
五
七

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
太
陽

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
　
太
陽

ほ
の
か
訪
問
介
護
事
業
所

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
　
し
ら
さ
ぎ
苑

ケ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
燦
々
介
護
支
援
セ
ン

タ
ー

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
六
本
杉
六
十
六
番
地
十
五

潟
上
市
飯
田
川
飯
塚
字
塞
ノ
神
百
四
十
三
番
地
三

能
代
市
浅
内
字
石
丁
家
下
九
十
一
番
地

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介

護居
宅
介
護
支
援
事
業

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
一
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
一
月
四
日

株
式
会
社
大
協
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
大
協
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
ほ
の
か
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
　
日
本
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
　
代
表

取
締
役

有
限
会
社
　
湖
水
園
　
代
表
取
締
役

三
種
町
社
会
福
祉
協
議
会
ひ
ま
わ
り

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
字
町
後
二
百
六
十
三

訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
十
九
年
一
月
一
日

社
会
福
祉
法
人
三
種
町
社
会
福
祉
協
議
会

会
長

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

休

止

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

公
　
　
　
　
　
　
告

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
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河
辺
郡
　
　
　
　
　
五
、
一
一
三

由
利
郡
　
　
　
　
二
〇
、
五
一
四

仙
北
郡
　
　
　
　
三
一
、
二
六
五

平
鹿
郡
　
　
　
　
一
八
、
一
三
一

雄
勝
郡
　
　
　
　
一
二
、
二
二
四

平
成
十
九
年
二
月
六
日
（
第
千
八
百
五
十
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
七

十
一
号
（
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
権
限
移
譲
対
象
事
務
の
範
囲
等

の
一
部
改
正
）

（
原
稿
誤
り
）

四
　
　
　
中
　
　
十
八
か
ら
十
　
四
の
項
を
五
の
項
　
四
の
項
を
三
の
項

九

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　



古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
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